
確定給付企業年金（以下、「DB」といいます。）の給付の税務について、給付の種類等に応じ、３回にわ
たって説明します。今回はその１回目です。
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１.給付種類に応じた税務取扱い（2025年10月現在）

給付金の種類 税務取扱い 源泉徴収する税額について（※1） 説明予定

生
存
給
付

老齢給付金（一時金）
・

脱退一時金

退職所得
（※2）

税額を所得税法および地方税法にもとづき算出し、源泉徴収します。
確定給付企業年金制度からの支払いより先に支払われた他の退職手当等（企業から
の退職金等）がある場合、合算のうえ税額を再計算し、支払時に源泉徴収します。

１2月
(事務サポート

通信
Vol.6-2）

老齢給付金（年金）
公的年金等の
雑所得

{ 課税対象支払額 －（課税対象支払額×２５％）}×１０．２１％
つまり【課税対象支払額×７．６５７５％】を毎回の年金支払時に源泉徴収します。

海外居住者への
給付金

国内居住者と
異なる取扱い

【一時金のとき】
国内勤務期間に対応する所得（国内源泉所得）に対し、２０．４２％の税率によ
り所得税を源泉徴収します。
【年金のとき】
日本と居住国との間の租税条約締結有無等によって異なり、場合によっては、日本国内
での源泉徴収税が軽減または免除となることがあります。

１月
(事務サポート

通信
Vol.6-3）

死
亡
給
付

遺族給付金
（年金または一時金）

みなし相続財産 源泉徴収はありません。

未支給年金（※3） 一時所得 源泉徴収はありません。

※1  ２０１３年１月１日より源泉徴収税額とあわせて復興特別所得税を徴収しています。

※2 退職を伴わずに支払う一時金等については「一時所得」の取扱いとなる場合があります。

※3 受給権者本人が生存していた期間中にすでに受給権が発生していた年金のうち、まだ支払われていない分を遺族に支払うものをいいます。

税務取扱いの概要は下表の通りです。次回以降の事務サポート通信にて具体的に説明します。
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2.受給権者への説明について

DBの給付を受ける受給権者には、事業主より給付種類に応じた税務取扱いについてご説明ください。

＜留意事項＞

・DBオンラインサービスの「給付額計算」機能等で算出される給付額は、税引き前の金額です。

・税額は、給付手続き後に発行される以下帳票にてご確認ください。

受給権者あて「お支払通知書」 事業主あて「給付金支払済のお知らせ（明細）」

２
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事務担当者さま向け情報提供サイト
「ＤＢ年金事務サポートＮａｖｉ」
（↑リンクあり）を当社公式ホーム
ページに公開中！ ３

住友生命およびCPBSでは一般的な税
務取扱いについてはお答えできますが、
個別の取扱いについてのご照会にはお
答えいたしかねますので、所轄の税務署
等へ照会ください。

＜ご連絡＞

この度、受給権者あての税務取扱い説明のサポート資料「確定給付企業年金からの給付に

関する税務取扱いについて」を作成しました。 DBオンラインサービスの「ツール」に掲載してお

りますので、ぜひご活用ください。

（当事務サポート通信の掲載連絡（オンラインサービスの事務連絡）にも添付しております。）

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/nenkinweb.html

